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管　　　理　　　規　　　程
第一章　　総　　　　　　則

（目　　的）

第　１条　　社会福祉法人アゼリヤ会が設置経営する救護施設優仁ホーム（以下「本施設」という。）は、身体上又は精神上著しい障害があるため独立して日常生活を送ることが困難な要保護者が入所し、生活することを目的とする。

（方　　針）

第　２条　　本施設は、事業を遂行するにあたっては生活保護法の基本理念に基づき、入所者の福祉を図り、保護の万全を期することを方針とする。

　　　２　　本施設は、別に定める運営理念に基づき、入所者への支援に当たるものとする。

第二章　　職　員　及　び　職　務

（職員の区分及び定数）

第　３条　　本施設に次の職員を置く。職員定数は、国及び東京都の職員配置基準を下回らない人数とする。

　　　　　（１）　 eq \o\ad(施設長,　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　（６）　 eq \o\ad(看護婦,　　　　　　　　　　　　　　)
　　　　　（２）　 eq \o\ad(医師,　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　（７）　 eq \o\ad(栄養士,　　　　　　　　　　　　　　)
　　　　　（３）　主任生活指導員　　　　　（８）　 eq \o\ad(事務員,　　　　　　　　　　　　　　)
　　　　　（４）　 eq \o\ad(生活指導員,　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　（９）　 eq \o\ad(介助員,　　　　　　　　　　　　　　)
　　　　　（５）　 eq \o\ad(寮母,　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　（10）　 eq \o\ad(調理員等,　　　　　　　　　　　　　　)
　　　２　　本施設に副施設長を置くことができる。ただし、副施設長は前項に表示する職員の中の管理職より理事長が任免する。

　　　３　　本施設に主任、副主任を置くことができる。ただし、主任、副主任は職員のなかから、それぞれ理事長が任免する。

　　　４　　第１項の他に必要に応じその他の職員を置くことができる。

（職　　務）
第　４条　　施設長は、理事長の命を受けて本施設の業務を統括する。

　　　２　　副施設長は、施設長の命を受けて所轄業務を司り、施設長を補佐する。

　　　３　　その他の職員は、上職の命を受けて所轄業務に従事する。

　　　４　　施設長に事故あるときは、副施設長若しくは施設長が予め定めた職員が施設長の職務を代行する。

　　　５　　医師は、利用者の診療、健康管理、保健衛生指導に従事する。

　　　６　　主任生活指導員及び生活指導員は、利用者の相談、苦情解決、面接、身上調査並びに利用者支援の企画、実施、及び支援に関する情報開示に関することに従事する。

　　　７　　主任生活指導員及び生活指導員は、家族との相談、苦情解決、ボランティア等外部機関との相談、折衝、苦情解決に関することに従事する。

　　　８　　寮母は、利用者の日常生活の介護及び援助に従事する。

　　　９　　看護婦は、利用者診療の補助及び看護並びに利用者の保健衛生管理に従事する。

　　　10　　看護婦は、利用者及び職員の健康管理に従事する。

　　　11　　栄養士は、献立作成、栄養量計算及び給食記録、調理員の指導等の給食業務全般並びに利用者の栄養指導に従事する。

　　　12　　事務員は、庶務及び会計経理事務に従事する。

　　　13　　介助員は、利用者の日常生活の介助及び援助に従事する。

14　　調理員は、給食業務に従事する。

（組　　織）

第　５条　　本施設に次の係を置く。

　　　　　（１）　庶務係　　　　（３）　寮務係　　　　（５）　給食係

　　　　　（２）　経理係　　　　（４）　看護係

　　　２　　各係に主任、副主任を置くことができる。主任、副主任は、施設長、副施設長の命を受け、係の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

　　　３　　庶務係、経理係は、事務員をもってあてる。

　　　４　　寮務係は、主任生活指導員、生活指導員、寮母、介助員をもってあてる。

　　　５　　看護係は、看護婦をもってあてる。

　　　６　　給食係は、栄養士、調理員をもってあてる。

　　　７　　本施設の組織は、別紙１の組織図のとおりとする。

（業務分掌）

第　６条　　各係の業務分掌は次のとおりとする。

　　　１　　庶務係

　　　　　　( 1)　公印の管守に関すること。

　　　　　　( 2)　職員の人事に関すること。

　　　　　　( 3)　文書、刊行物に関すること。

　　　　　　( 4)　事業の改善、企画、調査に関すること。

　　　　　　( 5)　宿日直に関すること。

　　　　　　( 6)　職員の労務管理及び福利厚生に関すること。

　　　　　　( 7)　関係機関との連絡に関すること。

　　　　　　( 8)　防災、防火に関すること。

　　　　　　( 9)　その他、他の係に属さないこと。

　　　２　　経理係

　　　　　　( 1)　予算、決算に関すること。

　　　　　　( 2)　財産の管理及び営繕に関すること。

　　　　　　( 3)　金銭の出納、物品の購入運用及び保管に関すること。

　　　　　　( 4)　寄付金品の受け入れに関すること。

　　　　　　( 5)　利用者の自己負担金の徴収に関すること。

　　　　　　( 6)　その他会計事務に関すること。

　　　３　　寮務係

　　　　　　( 1)　利用者の生活に必要な支援に関すること。

　　　　　　( 2)　利用者の援助記録の整備保管に関すること。

　　　　　　( 3)　利用者の入所、退所、その他の変更、移動手続き事務に関すること。

　　　　　　( 4)　利用者の調査、統計に関すること。

　　　　　　( 5)　利用者の死亡に伴う遺留金品等に関すること。

　　　　　　( 6)　利用者の作業に関すること。

　　　　　　( 7)　利用者への貸与品、支給金の受払い事務に関すること。

　　　　　　( 8)　利用者の年金、日用品費及び預かり金の管理保管に関すること。

　　　　　　( 9)　利用者の生活保護法事務に関すること。

　　　　　　(10)　その他、利用者の養護及び家族等への連絡調整に関すること。

　　　　　　(11)　利用者の行事、催し物に関すること。

　　　　　　(12)　利用者の教養、娯楽に関すること。

　　　　　　(13)　利用者の相談、苦情解決に関すること。

　　　　　　(14)　利用者の情報開示に関すること。

　　　４　　看護係

　　　　　　( 1)　利用者及び施設の保健衛生管理に関すること。

　　　　　　( 2)　利用者及び職員の健康管理に関すること。

　　　　　　( 3)　協力病院との連絡に関すること。

　　　　　　( 4)　利用者の健康管理の状況を家族に伝えること。

　　　　　　( 5)　その他利用者の看護に関すること。

　　　５　　給食係

　　　　　　( 1)　利用者の給食の献立、調理、配膳等に関すること。

　　　　　　( 2)　給食物品の検収、保管に関すること。

　　　　　　( 3)　給食にかかる調査、研究及び報告に関すること。

　　　　　　( 4)　利用者の栄養管理の状況を家族に伝えること。

　　　　　　( 5)　その他、利用者の給食に関すること。

（専決事項）

第　７条　　施設長は次のことを専決することができる。

　　　　　　( 1)　施設運営の一般方針の策定に関すること。

　　　　　　( 2)　成立した予算に係わる事業の執行に関すること。

　　　　　　( 3)　利用者の支援方針に関すること。

　　　　　　( 4)　利用者の入退所に関すること。

　　　　　　( 5)　管理職以外の職員の出張及び服務に関すること。

　　　　　　( 6)  一般職員の研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び公休日の変更に関すること。

　　　　　　( 7)　本施設の成立した予算でかつ予定価格１００万円未満の設備備品等の固定資産並びに有価証券の取得並びに処分に関すること。

　　　　　　( 8)　本施設の成立した予算でかつ予定価格１００万円未満の貸し付け並らびに請負又は委託により行う工事・修繕に関すること。

　　　　　　( 9)　経理規定に定める寄付金品の受け入れに関すること。

(10) 本施設の臨時職員の任免に関すること.

(11) 本施設における損害賠償の折衝に関すること｡

(12) 本施設の定期的事項に関する申請、報告、回答に関すること。

（事案決定権の委譲）

第　８条　　施設長は、前条に規定する施設長の専決事項のうち同一の様態で反復継続するものについては、副施設長に決定させることができる。

第三章　　利　用　者　定　員

（利用者の定員）

第　９条　　本施設の利用者の定員は、１００名とする。

第四章　　入　所　及　び　退　所

（入　　所）

第１０条　　本施設への入所は原則として措置の実施者（以下「福祉事務所」という。）からの委託により行うものとする。

（入所前調査）

第１１条　　施設長又は相談員は、新たに入所を希望する者に対し、面接を行い、本施設の目的、方針、生活の流れ、規則、生活環境、苦情解決の方法、費用、その他必要な事項を説明し、入所の意思を確認しなければならない。

（入所時の面接）

第１２条　　施設長又は相談員は、新たに入所した利用者に体し、面接を行い、本施設の目的、方針、生活の流れ、規則、生活環境、苦情解決の方法、費用、その他必要な事項を再度説明し、安心と信頼感をいだかせるように努めなければならない。

（身上調査及び検診）

第１３条　　施設長、寮務主任、相談員及び医師は、新たに入所した利用者について心身の状況、個性、経歴、教育歴、技能、境遇、信仰、趣味、嗜好、その他心身に関する調査、検診を行い、これを記録保存するとともに、利用者各々の支援計画の基本資料とする。

（退　　所）

第１４条　　次の場合、福祉事務所長等に連絡し、退所処置を講じるとともに、関係者に連絡するものとする。

　　　１　利用者から退所の申し出があった場合

　　　２　利用者が無断で退所し、帰所の見込みがないとき。

　　　３　利用者が病院等に入院し３ヵ月以上経過したとき及び３ヵ月以上の期間入院が見込まれるとき。

　　　４　利用者が死亡したとき。

（任意退所）

第１５条　　利用者から退所の申し出があった時は、退所の理由、年月日、退所先等的確に確認し福祉事務所に連絡するものとする。

（無断退所）

第１６条　　利用者が、無断で１０日以上帰所しないときは、次の事項を福祉事務所長等に連絡するものとする。

　　　１　　退所（推定）日

　　　２　　退所原因

　　　３　　その他必要な事項

（死　　亡）

第１７条　　施設長は、利用者が死亡したときは、死因、日時、場所、その他必要な事項をすみやかに福祉事務所、近親者、身元引受人等の関係者に連絡し、所要の手続きを行う。

（葬　　儀）

第１８条　　死亡した利用者に、葬儀を行う者がいないとき施設長は、法第１８条第２項の規定により葬祭の委託を受け葬祭を行うものとする。

（そ の 他）

第１９条　　施設長は、他の利用者に著しく迷惑を及ぼすなど、施設生活の調整が難しく、利用継続が困難であると判断されるときは、福祉事務所長等と協議するものとする。

　　　２　　前項の場合であって被保護者でない者の場合は、家族等保護者と協議するものとする。

　　　３　　第１項及び第２項の措置をとってもなお解決できない場合は、東京都福祉局生活福祉部保護課保護係と協議するものとする。

第五章　　利用者に対する支援

（基本原則）

第２０条　　本施設における支援は、憲法第２５条の理念及び生活保護法の基準に基づき、利用者の身体又は精神の状況に応じた適切かつ効果的なものでなければならない。

（方　　法）

第２１条　　利用者の支援にあたっては、社会福祉及び医学、心理学等必要な知識を活用し、利用者が、その心身の状況に応じた快適な日常生活を明るい環境のもとで営むことができるよう努めなければならない。

（相談、個別支援計画）

第２２条　　施設長及び職員は、利用者が社会の一員であることを認識し、人格を尊重し適切な個別支援に努めなければならない。

　　　２　　施設長及び職員は、利用者と個別面接、相談の場を積極的につくり、親愛の情をもって利用者の個別支援を行うよう心掛け、日常生活を有意義なものとするよう努めなければならない。

　　　３　　利用者の支援にあたっては利用者の年令、性格、生活歴及び心身の健康状態等を考慮して、個別支援計画を設定し、個々の利用者に適した支援を行うよう努めなければならない。

　　　４　　施設長は、月１回以上の職員会議を開き、本施設の目的、方針に添った具体的な実行計画を協議し、利用者の支援の効果を上げるよう努めなければならない。

（苦情解決）

第２３条　　利用者、その家族及びその代理人からの苦情解決については、社会福祉法人アゼリヤ会苦情解決委員会規程に基づき解決する。

（生活の流れ）

第２４条　　施設長及び職員は、事業計画において日常生活の流れ、行事等を定め、これを利用者に周知させなければならない。ただし、宗教・政治上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。

（作　　業）

第２５条　　施設長及び職員は、利用者支援の一環として作業を取り入れ、働くことの喜びを会得する機会を設け、生活に潤いを持つことができるよう努めなければならない。あわせて作業は、自立の助長、体力健康の保持及び増進等を目的として行う。

　　　２　　作業の種類、方法、時間、収益の処分は、次のとおりとする。

　　　　　（１）作業の種類は、椎茸栽培、野菜栽培、製袋、縫製等の軽作業とする。

　　　　　（２）作業の方法は、利用者の意思、体力、健康状態、能力、適性等を考慮し、参加する作業種類、段階及び時間等を決定する。

　　　　　（３）作業時間は、午前９時から午後５時までの内、一日５時間一週３０時間以内とする。時間割りについては、作業の年間計画表に明示し周知を図る。

　　　　　（４）収益の処分は、原材料費等必要経費を除き、作業参加者への作業金等による還元を原則とする。

　　　３　　第１項、第２項についての細則、基準等については、別に定める。

（余　　暇）

第２６条　　施設長及び職員は、利用者の余暇の自由利用を確保するよう努めなければならない。

　　　２　　施設長及び職員は、余暇の有効活用が可能になるための設備、娯楽、旅行等必要に応じて設けなければならない。

（物品等の給付、貸与）

第２７条　　利用者には寝具、衣類、その他日常必需品を給付又は貸与するものとする。

　　　２　　給付又は貸与した物品の利用、保管について施設長は適切な指示をすることができる。

（給　　食）

第２８条　　利用者には１日３回食事を提供する。

　　　２　　給食はできるだけ変化と季節感に富み、十分なエネルギーと栄養成分を含み、かつ調理にあたっては利用者の嗜好を十分に考慮し、栄養価の損失を避け、消化吸収の実を上げるよう努めなければならない。

　　　３　　調理は献立に忠実でなければならない。

　　　４　　給食は衛生に十分配慮し、食中毒等の事故が起きないようにしなければならない。

　　　５　　栄養士は前項の趣旨に基づいて献立を作成し、給食の品名及び数量を記録し整備しておかなければならない。

（衛　　生）

第２９条　　施設長及び職員は、利用者と本施設の衛生のため、次の各号の実施について努めなければならない。

　　　　　（１）　衛生知識の普及啓蒙、指導

　　　　　（２）　年２回以上の大掃除

　　　　　（３）　必要に応じた随時の掃除

　　　　　（４）　必要に応じた検査、消毒

（5） その他必要なこと

（保　　健）

第３０条　　施設長及び職員は、常に利用者の保健に留意し、次のことを行なわなければならない。

　　　　　（１）　週３回以上の入浴又は清拭

　　　　　（２）　男性については月１回以上の調髪、女性については男性に相当する程度の美容若しくは調髪

　　　　　（３）　利用者にすくなくとも年２回以上の健康診断を行い、その結果を記録整備するとともに必要な処置を取らなければならない。

（4） 本施設の給食調理業務に従事する者及び配膳・食事介助に従事する者は、毎月１回以上の検便を受けなければならない。

（医　　療）

第３１条　　施設長及び職員は、利用者が負傷し又は疾病にかかったときは、次のことを行わなければならない。

　　　　　（１）　利用者が軽度の負傷又は疾病にかかったときは、本施設内で嘱託医師来所時又は随時に治療を行わなければならない。

　　　　　（２）　本施設内治療が可能な場合、必要に応じて静養室に移ることを勧め、必要があれば特別の衣類、寝具、食物を給付する。

　　　　　（３）　重態又は特別な治療を要する等必要な場合は、適当な医療施設に移管しなければならない。

第六章　　利用者に関する規則

（生活の流れの尊重）

第３２条　　利用者は、健康と生活の安定のため本施設が定めた「生活の流れ」を尊重し、共同生活の秩序を保ち相互の親睦に努めなければならない。

（外出及び外泊）

第３３条　　利用者は、外出（短時間のものは除く。）又は外泊しようとする時は、その都度外出外泊先、本施設に帰着する予定日時等を施設長に届け出なければならない。

（火災予防）

第３４条　　火災予防のため、みだりに火気を取り扱ってはならない。

　　　２　　喫煙は、定められた場所において喫煙すること。

（健康保持）

第３５条　　利用者は努めて健康に留意するものとし、本施設で行う健康診断は特別の理由がないかぎりこれを拒否してはならない。

（衛生保持）

第３６条　　利用者は本施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために本施設に協力しなければならない。

（身上変更の届出）

第３７条　　利用者は、収入等身上に関する重要な事項に変更が生じたときは速やかに施設長に届け出なければならない。

（損害賠償）

第３８条　　利用者に故意又は重大な過失があって本施設若しくは敷地内他施設の建物設備及び備品に損害を与えた場合は、その損害を弁償し、または現状に回復しなければならない。

　　　２　　前項の規定が成立する場合の損害賠償の額は、利用者の収入及び事情を考慮して減免することができる。

（費用の負担）

第３９条　　生活保護法の適用を受けている者で収入認定により自己負担金のある場合及び生活保護法の適用を受けずに本施設を利用する者は、利用及び支援のために必要な費用を被保護者の受ける保護基準と同額の費用を本人若しくは保護者が負担しなければならない。

第七章　　非常災害対策

（非常災害対策）

第４０条　　施設長又は防火管理者は非常その他急迫の事態に備え、とるべき措置について予め対策を立て、少なくとも毎月１回利用者及び職員の避難訓練等必要な訓練を行わなければならない。

第八章　　雑　　　　　　則

（諸規定の制定）

第４１条　　本施設の運営管理に必要な業務分掌の整備、会計出納職員の服務、預り金等取扱、就業給与等に関する規定については別に定めるところによる。

（改　　正）

第４２条　　この規程を改正、廃止するときは社会福祉法人アゼリヤ会理事会の議決を経るものとする。

（施　　行）

第４３条　　この管理規程は昭和３８年２月１日より施行する。

　昭和５４年　４月　１日改正。

　平成１３年１０月２７日改正。

優仁ホーム運営理念

　優仁ホームは、施設利用者の生活と権利を守り保障していくために、以下の運営理念を定める。

１　利用者は、基本的人権として、生活権、労働権、教育権等憲法に定められた理念に基づく権利を保障される。

２　職員は、利用者との意志の疎通が常に円滑であるよう努力する。

３　職員は、利用者の自覚的発達に協力するものである。

４　利用者の集団生活と各個人の生活は、それぞれ尊重される。

５　利用者支援の向上のために、活用できる諸制度、諸機関を積極的に利用する。

　すべての支援業務は、上記運営理念を基本にして方針が出され、施設の持つ機能を十分生かすような具体的計画と実践を行わなければならない。

　その障害のために、常に介助や援助を受ける側の利用者という考え方ではなく、個々の利用者自身の人生としていきがいを見出し、充足感、安定感が得られるような支援を目指す。

　職員は、上記の考え方に加えて利用者の高齢化、重度化等の実態を踏まえ、それらに対応できるよう資質の向上と誠実真摯な態度で業務にあたる努力を続ける。

　　昭和６１年　４月　１日制定

　　平成１３年１０月２７日一部改定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人　アゼリヤ会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　救護施設　優 仁 ホ ー ム
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